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な
原
告
数
は
１
４
１
５
人
に
達

し
て
い
る
。

国
が
裁
判
所
か
ら
の

 

指
摘
事
項
に
対
し
て
回
答

　

前
回
の
口
頭
弁
論
で
、
岡
田

裁
判
長
は
国
に
対
し
、
①
（
資

格
確
認
等
の
）
方
法
を
法
律
が

省
令
等
に
委
任
し
て
い
る
類
例

が
あ
る
か
、
②
国
が
証
拠
と
し

て
提
出
し
た
国
会
の
会
議
録

で
、
オ
ン
資
の
体
制
整
備
を
義

務
付
け
る
こ
と
に
厚
生
労
働
省

側
か
ら
も
否
定
的
な
意
見
が
出

さ
れ
た
こ
と
と
義
務
化
の
整
合

性
、
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
て

　

本
訴
訟
で
原
告
側
は
、
▼
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
（
以
下
、

オ
ン
資
）
に
係
る
事
項
を
委
任

す
る
健
康
保
険
法
の
規
定
は
存

在
せ
ず
、
仮
に
委
任
が
あ
る
と

解
釈
し
て
も
、
改
正
後
療
養
担

当
規
則
は
そ
の
委
任
の
範
囲

（
療
養
の
給
付
）
を
逸
脱
し
て

オ
ン
資
を
義
務
化
し
て
お
り
、

違
法
・
無
効
で
あ
る
こ
と
、
▼

オ
ン
資
の
義
務
化
は
、
医
療
活

動
と
い
う
保
険
医
で
あ
る
原
告

ら
の
職
業
上
の
権
利
を
侵
害

し
、
違
憲
・
無
効
で
あ
る
こ

と
、
を
主
張
し
て
い
る
。
第
三

次
訴
訟
ま
で
合
わ
せ
た
最
終
的

い
た
。

　

①
に
つ
い
て
、
国
は
、
健
康

保
険
法
70
条
１
項
と
同
様
に
、

「
○
○
○
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
△
△
△
を
担
当
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
言

で
省
令
や
告
示
に
△
△
△
の
方

法
を
委
任
し
て
い
る
例
と
し

て
、
児
童
福
祉
法
、
生
活
保
護

法
、
覚
醒
剤
取
締
法
等
を
挙

げ
、
健
康
保
険
法
70
条
１
項
に

つ
い
て
も
「
療
養
の
給
付
の
範

囲
の
み
な
ら
ず
、
療
養
の
給
付

を
担
当
す
る
に
当
た
っ
て
遵
守

す
る
こ
と
が
必
要
な
方
法
・
手

続
き
に
つ
い
て
も
委
任
し
て
い

　

12
月
7
日
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務
不
存

在
確
認
等
請
求
訴
訟
」
の
第
四
回
口
頭
弁
論
が
東
京

地
裁
（
岡
田
幸
人
裁
判
長
）
で
開
か
れ
、
国
か
ら
2

度
目
の
反
論
（
準
備
書
面
）
が
示
さ
れ
た
。
弁
護
団

に
加
え
、
全
国
か
ら
集
結
し
た
原
告
24
人
が
原
告
席

で
審
理
に
臨
み
、
約
75
人
が
傍
聴
し
た
。

住江憲勇保団連会長

記者・原告説明会の模様（12月7日、法曹会館）

る
も
の
と
解
す
べ
き
」
と
主
張

し
た
。

　

②
に
つ
い
て
、
国
は
「
国
会

に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
か
否
か

に
よ
っ
て
本
訴
訟
の
結
論
が
左

右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と

し
た
上
で
、
厚
労
省
審
議
官
の

答
弁
は
あ
く
ま
で
「
お
お
む
ね

全
て
の
医
療
機
関
で
オ
ン
資
を

導
入
す
る
と
い
う
目
標
」
を
前

提
と
し
た
発
言
で
あ
り
、
オ
ン

資
義
務
化
と
矛
盾
す
る
も
の
で

は
な
い
と
主
張
し
た
。

保
団
連
の
調
査
結
果
を
軽
視

　

資
格
確
認
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
が
発
生
す
る
等
、
オ
ン
資
の

義
務
化
に
よ
っ
て
全
国
の
医
療

機
関
で
事
務
負
担
が
増
加
し
て

い
る
と
い
う
原
告
の
主
張
に
対

し
て
は
、
国
は
「
オ
ン
資
に
よ

っ
て
事
務
負
担
が
軽
減
さ
れ

た
」「
オ
ン
資
に
よ
る
将
来
的

な
医
療
の
質
の
向
上
を
期
待
す

竹田智雄医師

武村義人医師

オ
ン
資
訴
訟　

第
四
回
口
頭
弁
論

全
国
か
ら
原
告

全
国
か
ら
原
告
2424
人
が
出
廷

人
が
出
廷

る
」
と
い
っ
た

医
療
機
関
数
件

に
対
す
る
ヒ
ア

リ
ン
グ
で
得
た

声
を
根
拠
に
反

論
し
た
。
ト
ラ

ブ
ル
や
事
務
負

担
増
に
関
す
る



全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
（
保

団
連
）
の
調
査
結
果
に
つ
い
て

は
「
あ
く
ま
で
保
団
連
が
実
施

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
と
ど

ま
り
、
具
体
的
な
内
容
や
実
態

が
明
ら
か
に
な
る
と
は
い
え
な

い
」
と
、
軽
視
す
る
姿
勢
を
見

せ
た
。

　

岡
田
裁
判
長
は
、
原
告
が
反

論
の
準
備
書
面
を
提
出
す
る
期

限
を
２
月
16
日
と
指
定
し
、
第

五
回
口
頭
弁
論
は
２
０
２
４
年

２
月
29
日
に
１
０
３
号
法
廷
で

開
か
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

説
明
会
に

 

全
国
か
ら
約
90
人
が
参
加

　

口
頭
弁
論
の
後
、
原
告
団
は

法
曹
会
館
で
記
者
・
原
告
説
明

会
を
行
い
、
全
国
か
ら
約
90
人

（
う
ち
原
告
約
30
人
、
メ
デ
ィ

ア
７
社
）
が
参
加
し
た
。
開
会

に
際
し
、
保
団
連
の
住
江
憲
勇

会
長
か
ら
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
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た
。
弁
護
団
か
ら
、
本
訴
訟
の

概
要
と
第
四
回
口
頭
弁
論
に
お

け
る
国
の
主
張
に
つ
い
て
説
明

を
し
た
後
、
質
疑
応
答
・
意
見

交
換
を
行
っ
た
。

　

記
者
か
ら
国
へ
の
反
論
の
ポ

イ
ン
ト
に
つ
い
て
質
問
を
受
け

た
二
関
辰
郎
弁
護
士
は
、「
国

の
準
備
書
面
は
受
領
し
た
ば
か

り
だ
が
、
反
論
す
る
点
は
多
数

あ
り
、
本
日
の
資
料
に
も
初
期

的
な
検
討
結
果
を
ま
と
め
て
あ

る
。
た
と
え
ば
、
国
は
健
康
保

険
法
70
条
１
項
と
同
様
の
文
言

で
省
令
等
に
委
任
し
て
い
る
他

の
法
律
を
挙
げ
て
き
た
が
、
健

康
保
険
法
と
異
な
り
、
資
格
確

認
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
別
途

規
定
が
な
い
法
律
を
含
め
る
な

ど
事
情
が
異
な
る
場
合
も
一
緒

に
し
た
主
張
を
し
て
い
る
」
と

述
べ
た
。

　

竹
田
智
雄
医
師
（
保
団
連
副

会
長
、
岐
阜
協
会
会
長
）
は
、

「
国
側
の
証
拠
に
示
さ
れ
た
オ

ン
資
の
メ
リ
ッ
ト
を
訴
え
る
医

療
機
関
の
声
は
数
件
だ
が
、
保

団
連
の
ト
ラ
ブ
ル
実
態
調
査
は

１
万
件
以
上
の
会
員
医
療
機
関

か
ら
回
答
を
得
て
い
る
。
マ
イ

ナ
保
険
証
の
利
用
率
が
５
％
を

下
回
っ
て
い
る
こ
と
も
含
め
、

オ
ン
資
が
患
者
・
医
療
機
関
か

ら
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
実
態

を
国
に
理
解
し
て
い
た
だ
き
た

い
」
と
発
言
し
た
。

　

武
村
義
人
医
師
（
保
団
連
副

会
長
、
兵
庫
協
会
副
理
事
長
）

は
、「
保
団
連
が
実
施
し
た
調

査
結
果
の
軽
視
は
見
過
ご
せ
な

い
。
ま
た
、
改
正
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
法
成
立
時
に
作
成
さ
れ
た
附

帯
決
議
は
全
く
守
ら
れ
て
お
ら

ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
患
者
の
受

療
権
・
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
権
が
侵
害
さ
れ
か
ね
な
い
状

況
だ
」
と
訴
え
た
。

　

山
田
美
香
歯
科
医
師
（
保
団

連
理
事
、
静
岡
協
会
副
理
事

長
）
は
、「
国
は
『
義
務
化
の

適
用
除
外
規
定
や
経
過
措
置
、

導
入
に
対
す
る
財
政
支
援
を
行

っ
て
い
る
た
め
、
医
療
機
関
に

事
業
継
続
困
難
な
影
響
を
与
え

る
と
は
想
定
し
が
た
い
』
と
主

張
し
て
い
る
が
、
除
外
規
定
や

経
過
措
置
は
限
定
的
で
、
財
政

支
援
は
修
理
費
や
維
持
費
に
適

用
さ
れ
な
い
点
を
反
論
し
て
い

た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

　

そ
の
他
、
黒
田
康
之
歯
科
医

師
（
岩
手
協
会
副
会
長
）、
武

田
浩
一
医
師
（
保
団
連
理
事
、

千
葉
協
会
副
会
長
）、
橋
本
健

一
歯
科
医
師
（
東
京
歯
科
協
会

理
事
）、
藤
田
倫
成
医
師
（
神

奈
川
協
会
理
事
）、
市
川
誠
歯

科
医
師
（
保
団
連
理
事
、
長
野

協
会
副
会
長
）、
杉
山
正
隆
歯

科
医
師
（
保
団
連
理
事
、
福
岡

歯
科
協
会
副
会
長
）
か
ら
、
各

保
険
医
協
会
で
オ
ン
資
を
理
由

藤田倫成医師

杉山正隆歯科医師

黒田康之歯科医師

市川誠歯科医師

橋本健一歯科医師

武田浩一医師

山田美香歯科医師

と
し
た
廃
院
が
相
次
い
で
い
る

実
態
が
報
告
さ
れ
る
等
、
活
発

に
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

　

喜
田
村
洋
一
弁
護
団
長
は
、

「
次
回
の
口
頭
弁
論
で
は
、
オ

ン
資
義
務
化
に
よ
る
廃
院
等
、

地
域
医
療
へ
の
影
響
や
問
題
点

も
訴
え
て
い
き
た
い
。
各
地
の

実
情
を
集
約
す
る
た
め
、
ぜ
ひ

情
報
提
供
を
お
願
い
し
た
い
」

と
呼
び
か
け
た
。

　

須
田
昭
夫
原
告
団
長
は
、

「
本
訴
訟
は
、
オ
ン
資
の
義
務

化
撤
回
を
求
め
る
だ
け
で
な

く
、
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の
一
本

化
に
待
っ
た
を
か
け
る
と
い
う

意
義
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
現

行
の
健
康
保
険
証
存
続
を
求
め

る
運
動
と
連
動
し
な
が
ら
引
き

続
き
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
」

と
意
気
込
み
を
述
べ
た
。

※
第
五
回
口
頭
弁
論

＆
原
告
・
記
者
説
明

会
の
ご
案
内
に
つ
い

て
は
同
封
の
別
紙
案

内
を
参
照


